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2018年 8月 7日 

 

未来応援ネットワーク事業（子供の未来応援基金） 

よくある御質問 

 
＜全般＞ 
Q．交付金額の規模はどのくらいですか。 
A．今回の募集による支援金の総額については、申請の状況を踏まえ、基金事

業審査委員会の審議を経て決定されます。 
 
Q．第 1・２回の採択状況を教えてください。 
A．下記になります。 

第 1回：応募 535件、支援決定 86団体 約 3億 1,500万円 
第 2回：応募 352件、支援決定 79団体 約 2億 6,600万円 

 
Q．企業や自治体などとのネットワーク作りについてのノウハウがない場合、サ

ポートはしてもらえますか。 
A．御相談いただければ、具体的なマッチングのアドバイスが可能です。 
 
Q．決算時期が対象事業年度と異なるのですが、何か問題はありますか。 
A．問題ありません。 

 
＜対象となる団体について＞ 
Q．応募時点で法人格を申請中の場合、どのように記入すればよいですか。 
A．提出時点の法人格で記入してください。提出時点で法人格がない場合は任意

団体扱いとして記入し、法人格設立認可中の場合はその旨を記載してくだ
さい。 

 
Q．社会福祉法人は対象となりますか。  
A．対象となりません。なお、社会福祉法人の職員が、当該法人の業務とは別に

自主的に活動するために職員同士で任意団体を組織した場合、その団体は
申請が可能です。 

 
Q．株式会社や有限会社等がＣＳＲ活動等の一環として実施する、営利を目的と

しない事業は対象となりますか。 
A．事業主体である団体が、営利を目的としている株式会社や有限会社等の場合

は対象となりません。 
 
Q．複数の団体や法人などで作られた実行委員会やコンソーシアムの中に一般企 

業の方が含まれていても対象となりますか。 
A．一部に一般企業が含まれていても、実行委員会やコンソーシアムは任意団体

となるため、営利を目的としていない団体であれば対象となります。 
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Q．個人が団体を設立した場合は対象となりますか。 
A．対象となります。 
 
＜対象となる事業＞ 
Q．申請事業は子供のみが対象ですか。 
A．子供を主たるターゲットとした上で、対象者が親等に広がった事業でも対象

となります。 
 
Q．調査研究事業は対象となりますか。 
A．対象となります。 
 
Q．参加者から利用料を取る事業は対象となりますか。 
A．対象となります。 
 
Q．貧困の連鎖を予防するような啓発事業は対象となりますか。 
A．対象となります。 
 
Q．対象や利用者に制限を設けている事業は支援の対象になりますか。 
A．事業目的に沿って制限を設けている事業も支援の対象になります。 

 
＜経費の算定＞ 
Q．自治体からの委託事業や補助金を別に受けている事業を組み合わせて実施す

る事業は、支援の対象になりますか。 
A．同一事業かつ同一費目でなければ、支援金の交付対象となります。ただし、

異なる費目のみを対象とした申請であっても、主たる費目について他の助成
等を受ける場合には、支援金の対象外となる場合があります。 

 
Q．支援金の下限額は決まっていますか。 
A．下限額は特に定めていませんが、あまりに少額の場合、審査に支障が生じる

ため、基金による支援が必要かどうか、各団体において合理的に御判断くだ
さい。 

 
Q．賃金の対象となる者の基準は何かありますか。 
A．本事業のためだけに新たに雇用する者の場合の基準はありません。法人の他

の事業と兼務する場合は、明確に切り分けが出来ている者のみ対象となりま
す。 

 
Q．賃金については、金額の基準はありますか。 
A．金額の基準はありません。業務内容や地域性等を考慮して妥当性を判断し

ます。 
 
Q．備品・家賃・人件費等を他の事業と共用とするために購入等をした場合、計

上は可能ですか。 
A．根拠をもって明確に金額を切り分けることができれば按分等にて費用計上す

ることは可能です。 
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Q．支援金額調書の経費区分に該当がない費目の場合、どのように記載すべきで

すか。 
A．基本的には、最も内容が近い費目に記載し、あてはまらない場合は、「上記

以外の対象経費」に計上、内訳欄に法人の会計上の費目名を記載してくださ
い。 
 

Q．申請時と実際に事業を行う時点とで積算が変更となるのは問題ないですか。
また、活動中にニーズ等の変更があり、事業内容が変更となる場合、予算の
修正は可能ですか。 

A．要望書に記載された事業内容、または要望時に確認した積算に変更がある場
合、必ず事前に担当者に連絡をしてください。変更内容に合理性が認められ
る場合には、変更を認めます。 

 
＜支援対象となる事業の実施期間＞ 
Q．団体が以前から行っていた事業は対象となりますか。 
A．2019年度に拡大や改善を行う事業のみが対象となります。 
 
Q．イベントを開催するために長期間の準備を要する事業は対象となりますか。 
A．応募自体は可能です。イベントの内容等にもよりますが、あくまでも子供の

貧困対策として然るべき達成目標が明確であり、当該イベントによってその
目標が達成されるか等の観点から審査の上で判断をさせていただきます。 

 
Q．ある活動を行うための準備期間という内容で応募できますか。 
A．実際の活動が伴わない場合は応募できません。 
 
＜応募手続き等＞ 
Q．郵送の場合、フォーム送信は必要ありますか。 
A．郵送での申請は受付けていません。事前のフォーム登録の上メールにて申請

してください。 
 
Q．海外から申請することはできますか。 
A．国内の子供の貧困問題に取り組む団体に限っておりますので、海外の団体は

営利非営利を問わず申請できません。 
 
＜選定方法及びその結果＞ 
Q．審査は、書面審査のみですか。 
A．書面審査としていますが、疑義等があった場合は個別に電話等にて照会をさ

せていただきます。 
 
Q．審査結果の理由は教えてもらえますか。 
A．個別の審査結果については開示していません。 
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＜支援にあたっての注意事項＞ 
Q．昨年から助成事業専用として使用している口座については、そのまま使用し

てよいですか。 
A．使用して差し障りはありませんが、期首の残高は 0としてください。 


